
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20230802 有限会社　第一ｷｬﾘｰ
（法人番号
6011802014949）
代表者岡田正明

東京都足立区加賀2
丁目10番6号

宮城営業所 宮城県白石市福岡深谷
字梅ﾉ木30

輸送施設の使用停
止（100日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年1月16日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、6件の違反が認められた｡（1）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反【一部実施不適切】（安全規
則第7条第1項）、（3）点呼の実施義務違反【未実施
計50件以上】（安全規則第7条第1項、第2項）、（4）
点呼の記録義務違反【一部記録なし】（安全規則第
7条第5項）、（5）点呼の記録義務違反【記録の改ざ
ん･不実記載】（安全規則第7条第5項）（6）運転者
の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

10 10

20230823 株式会社　仙台丸井運
輸
（法人番号
8370001004518）
代表者菊地典雄

宮城県仙台市
宮城野区宮千代
1丁目15番地の1

亘理営業所 宮城県亘理郡亘理町逢
隈中泉字本木46

文書警告 法第17条第4項 令和5年7月13日、公安委員会の通知を端緒として
監査を実施した結果、1件の違反が認められた｡
（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第1項）

0 0

20230824 株式会社　ﾌｼﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ
（法人番号
4420001002429）
代表者藤木肇

青森県青森市沖館4
丁目4番52号

本社営業所 青森県青森市沖館
4丁目4-52

輸送施設の使用停
止（20日車）

法第8条第1項、法
第17条第4項

令和5年1月26日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、2件の違反が認められた｡（1）営業所
又は荷扱い所の名称、位置の変更違反（貨物自動
車運送事業施行規則（以下｢施行規則｣）第2条第1
項第2号）、（2）運転者の指導監督義務違反（安全
規則第10条第1項）

2 2

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について　［令和5年8月分］



20230830 有限会社　平安輸送
（法人番号
1400002007415）
代表者岩渕常男

岩手県西磐井郡
平泉町平泉字宿
41番地16

本社営業所 岩手県西磐井郡
平泉町平泉字宿
41番地16

輸送施設の使用停
止（30日車）及び文
書警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年2月7日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時
間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第4項）、
（2）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条
第1項）

3 3

20230831 ﾏｲｽﾀｰ　株式会社
（法人番号
2030001097163）
代表者遠藤貴司

福島県須賀川市
仁井田字万開
152番地1

ﾏｲｽﾀｰ株式
会社第三事
業所

福島県岩瀬郡鏡石町中
央210 ｾｿﾞﾝﾊｲﾂA102号
室

輸送施設の使用停
止（60日車）及び文
書警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項

令和4年10月18日及び11月8日、酒気帯び運転を
端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認め
られた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反【未遵守
計16件以上】（安全規則第3条第4項）、（2）乗務時
間等の基準の遵守違反【乗務時間等告示なお書き
の遵守違反】（安全規則第3条第4項）、（3）整備管
理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の4）、
（4）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条
の3第1項）、（5）運転者の指導監督義務違反（安全
規則第10条第1項）、（6）運転者の指導監督記録義
務違反（安全規則第10条第1項）

6 6

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（東北運輸局管内のすべての営業所）に付されている点数の総和を表す。


